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データ政策のスキマはな
ぜ埋められなかったのか



１０年以上前から各分野の専門家は危機感を抱いてきた

「OSをとられたらやばい」
（通信キャリアのエンジニア）

「検索を独占させていいのか」
（ウェブマーケティング専門家）

「域外適用ができないのはおかし
い」
（ＩＴ企業の法務担当）

「海外で問題になってるデータ利用
がなぜ日本で問題にならない？」
（プライバシー問題を扱う弁護士）
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（ウェブマーケティング専門家）
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（ＩＴ企業の法務担当）

「海外で問題になってるデータ利用
がなぜ日本で問題にならない？」
（プライバシー問題を扱う弁護士）

それぞれの抱く危機感
が、社会全体の問題と
して認識され、対策が
講じられるまでにあま
りに長い時間を要して
しまったのではないか



近年のプラットフォーム規制

◆個人情報保護法（個人情報保護法）

2015年、2020年、2021年の改正で少しずつ強化

◆独占禁止法（公正取引委員会）

2019年12月消費者優越の考え方公表

◆特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関
する法律（経産省）2020年成立

◆取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護
に関する法律（消費者庁）2021年成立

◆電気通信事業法（総務省）2020年改正で域外適用可能と整理
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データ駆動型社会が到
来したことへの感度の

鈍さ



今日
お話ししたいこと

１）きっかけ 域外適用

２）オンライン広告 ＰＦのもう一つの顔

３）なぜ寡占が進むのか

４）競争政策における奮闘

５）PFが民主主義を壊すーートランプ登場と退場で見えた脆弱性



きっかけ

域外適用



２０１２年
６月１４日

ヤフーが８月から、ヤフー
メールに興味関心連動型広
告を採用すると発表

→

メールの中身をみて、それ
にあった広告を配信するっ
て・・・

通信の秘密の侵
害になるので
は？



通信の秘密

電気通信事業法

第四条（秘密の保護） 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

２ 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。

第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信（第百六十四条第三項に規定する通信並びに同条第四項及び第五項の規定により電
気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロ
の通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。）の秘密を侵し
た者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

２ 電気通信事業に従事する者（第百六十四条第四項及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電
気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。）が前項の行為を
したときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

３ 前二項の未遂罪は、罰する。

憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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表現の自由、
知る権利、
通信への信頼



あれ？でも、
グーグルは・・・？

２００４年 Ｇｍａｉｌスタート。興味関心
連動型広告を採用

２００６年 Ｇｍａｉｌ日本で正式スタート

→同じように通信の秘密の侵害では？

→「グーグルは日本の電気通信事業者ではない
ので、グーグルの扱う通信は通信の秘密の対
象にならない」

「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密
は侵してはならない」

→なぜ日本にこれ程、利用者がいるのに電気通
信事業者じゃないの？

→「電気通信設備が日本になく、日本にそれを
コントロールする拠点もないから」



２０１４年５月１
３日 衆議院総務
委員会

自民党議員の質問「なぜグーグルを規制できないのか？」

吉良裕臣・総務省総合通信基盤局長（当時）

「国外にサーバー等を設置し、国内で国外
のサーバー等に対して何ら支配、管理をし
ていない場合、例えば国内向けにサービス
を提供していたとしても電気通信事業法の
規律は及ばない」

「（グーグルは）我が国の電気通信事業法
の電気通信事業者には該当しないという風
に考えております」



総務省vsヤフー

ヤフーから近
日中に事情を

聴く

２０１２年６月２６日閣議後の記者会見



総務省vsヤフー

ヤフーから
近日中に事
情を聴く

Ｇができて
Ｙ！ができ
ないなんて、
おかしい



総務省vsヤフー

ヤフーから
近日中に事
情を聴く

それじゃ
まるで

一国二制度
じゃないか



一国二制度

本来の意味は中国が英国やポルト
ガルの植民地だった香港やマカオ
に対し、外交と防衛を除く広い分
野で「高度な自治」を認める制度
のこと。香港が英国から中国に返
還された１９９７年には、この制
度は「５０年間は変えない」とさ
れていた。



域外適用

✓国家が自国の法令を自国領域外の活動に拡大して適用すること

✓属地主義：国家管轄権は国家の領域（領土・領水・領空）内に
ある人や物事に対して及ぶ

→経済がグローバル化する中で徐々に変化

行為の一部が国内で行われていれば自国の法令を適用できる（客
観的属地主義）、国外で行われた行為でも自国に影響を与えるな
ら自国の法令を適用できる（効果主義）etc



域外適用できないと・・・
一国二制度の例（デジタルコンテンツ二重価格）

国内事業者 国外事業者

日本の消費者

消費税
８％

消費税
０％



デジタルコンテンツの二重価格
は２０１５年９月まで続いた

◼２０１２年５月 日経新聞報道

◼２０１２年７月 財務省に検討会

◼２０１４年11月 議員立法案を提
出（審議未了で廃案）

◼２０１５年10月 改正法が施行

日経新聞２０１２年５月



デジタルコンテンツの二重価格
は２０１５年９月まで続いた

◼国内事業者にすれば、海外事業者
に比べて不利な闘いが強いられる

◼国民とすれば、本来、得られたは
ずの税収を取りっぱぐれた（問題
が指摘された後、改正されるまで
の３年５か月だけでも単純計算で
８４４億円）

◼税の空洞化（例えば、楽天は課税
を免れるために海外からの配信に
切り替えた）

※ＯＥＣＤは既に１９９８年にサー
ビスを受ける国で課税する消費地課
税を提案し、ＥＵは域外からの配信
サービスにも付加価値税を課してい
た

２０１２年の１年間だけで
幻の消費税収は２４７億円
（大和総研の調査より）



2012年頃、域外適用可能だったのは

当時の域外適用 当時の執行協力

独占禁止法 規定なし。だが効果主義で運
用

あり

資金決済法 一部あり なし

金融商品取引法 規定あり あり

電気通信事業法 規定なし なし

個人情報保護法 規定なし なし

特定商取引法 規定なし（ガイドラインで可
能と解釈）

なし

景品表示法 規定なし なし

旅行業法 規定なし なし



競争法の執行状況 米国

２０１７年８月現在、米司法省からシャーマン法違反で企業が１億ドル以
上の罰金を科された件数１３９件うち、日本企業に関するものは６０件、
計４０億３１００億ドル（４４６１億円）

米司法省に１億円以上の罰金ランキング

３位：矢崎総業（2012年、４.７億ドル）

４位：ブリヂストン（2014年、４.３億ドル）

12位：古河電気工業（2011年、２.０億ドル）

13位：日立オートモーティブシステムズ（2013年、２.０億㌦）

14位：三菱電機（2013年、１.９億㌦）・・・・・

２０１５年経産省「各国競争法の執行状
況とコンプライアンス体制による報告書



競争法の執行状況 ＥＵ

欧州委員会による日本企業への制裁金ランキング

（２０１５年経産省「各国競争法の執行状況とコンプライアンス体制
による報告書）

１位 パナソニック ２.５億ユーロ（３２７億６０００万）

２位 ＮＴＮ ２.０億ユーロ

３位 ＹＫＫ １.５億ユーロ

４位 矢崎総業 １.３億ユーロ

５位 三菱電機 １.２億ユーロ

６位 東芝 １.１億ユーロ

７位 旭硝子 １.１億ユーロ



競争法の執行状況 日本

外国事業者（日本企業の子会社を除く）に対する公取委の執行

①マリンホース事件：２００８年、日欧の企業など８社の国際カ
ルテルを認定。欧州企業にも排除措置命令を下したが、課徴金納
付命令は日本企業１社のみ。２３８万円。

②ブラウン管事件：２００９年、日本を含むアジア６か国の企業
１１社に国際カルテルを認定、サムスンＳＤＩのマレーシア子会
社など３社に２４億円の課徴金納付命令。

③海運カルテル事件：２０１４年、北欧の海運会社に３５億円の
課徴金納付命令



一国二制度は事業者からみれば
イコールフッティングの問題
消費者からみれば、国内事業者のサービスを
使った時には保護される権利が

海外事業者のサービスを使った時には保護さ
れないかもしれない、という問題



消費者がＰＦを訴える民事訴訟

中国企業

米国
日本



海外送達

•送達とは裁判所が関係者に訴訟に関する書類を郵便などで送付
する手続き。これが完了しないと訴訟は始まらない。

•海外事業者に送達するためには、条約や民事訴訟法で定められ
たルートを通す必要がある。裁判所→最高裁判所→外務省→在
外日本領事館→外国の外務省→外国の司法当局・・・

（長いときには数か月から１年！）



会社法第
817条
（外国会
社の日本に
おける代表
者）

８１７条

外国会社は、日本において取引を継続してしようとすると

きは、日本における代表者を定めなければならない。この

場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、

日本に住所を有する者でなければならない。

2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日

本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を

する権限を有する。



会社法

会社法では外国法人が日本で継続的に取引する場合、

日本に住所をもつ代表者を定め、登記するよう義務づ

けている

ＧＡＦＡは守っているのか？登記しているかどうかは

法務省の登記情報システムで分かるのでは？ＧＡＦＡ

が日本で継続して商売をしているかどうかもすぐ分か

るのでは？

この規定が守られていれば、泣き寝入りを強いられて

きた多くのユーザーが救われたかもしれないのでは？



2014年５月
27日
規制改革会
議第14回貿
易・投資等
ＷＧ

坂本三郎・民事局参事官（当時）

「１点目は、日本国内の取引先の保護という
ことでございます。すなわち、日本国内にお
いて取引上の紛争などが生じた場合に、その
処理に対応する権限を有する人間を日本に置
いておく必要があるということでございます。
（略）特にＢｔｏＣの場面を考えるといろい
ろ大変な問題が起こるのではないかと思って
おります。また、訴訟提起の場合に、このよ
うに日本における代表者がいないということ
になりますと、送達もろもろの手続に相当手
間がかかってしまうことになるということが
あります」



政策のスキマ

①法があるのに、海外ＰＦに及ば
ない（域外適用できない。例えば、
グーグルを電気通信事業法の電気
通信事業者として規制できないか
ら、ジーメールに通信の秘密の保
護が及ばない）

②法があり、海外ＰＦも対象にで
きるのに、使わない（会社法の８
１７条）

③そのビジネスをカバーできる法
がない



既存の法律では
カバーできない

パソコンやスマホ使用時の個人の
データを保護できない（個人情報
保護法ではカバーできない）

検索サービス、ユーチューブなど
をカバーする業法がない（電気通
信事業法では「ヨウキョウ事業
者」と呼ばれる、登録・届出不要
の事業者で通秘以外は規律が及ば
ない）



２）オンライン広告

ＰＦ事業者
のもう一方
の「顔」



デジタル広告市場の競争評価最終報告案

令和３年４月27日
内閣官房デジタル市場競争本部事務局



デジタル広告の種類

１）純広告

２）運用型広告

イ）検索連動型広告

ロ）ディスプレイ広告

ａ）自社運用型ディスプレイ広告

ｂ）オープンディスプレイ広告



グーグルの垂直統合が進んでいる



３）なぜ寡占が
進むのか？



なぜ寡占が進む
のか？

それはデータをもっているから





では、どうやってデータをとるの？



１）Cookieの仕組み

①サーバーにアクセス

②サーバーがCookieを書き込む

③再度サーバーにアクセスすると
ブラウザがCookieを送信※

Cookie「０１２３」を振
られた

「０１２３」
がまた来たな

※cookieには、ドメインが書かれており、ブラウザ

は同じドメインのサーバにだけ送り返す。スマホ
だと広告IDです。



さっきのは1stP Cookie,
では３rdP Cookieは・・・・

広告事業者
ｻｰﾊﾞ

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
Webサイト

①閲覧のた
めのｱｸｾｽ

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
webｻｲﾄか
らくるの
は、ﾌｧｰｽﾄ
ﾊﾞｰﾃｨｸｯｷｰ
「〇
×001」

②広告サーバーへ
のアクセス指令

＋
1Pｸｯｷｰ

③JSの指
示による
自動ｱｸｾｽ

④広告表示
＋3Pｸｯｷｰ

広告事業者ｻｰ
ﾊﾞからくるの
は、ｻｰﾄﾞﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「DMP123」

○☓スポー
ツweb
・・・・・
・・・・・
・・・・・

広告
JJSタグ



ユー
ザー

JSタグによるｱｸｾｽ

広告事業者ｻｰﾊﾞ
が3Pｸｯｷｰを送信

③ 広告事業者
ｻｰﾊﾞ

③のｱｸｾｽの際に広告事業者ｻｰﾊﾞは「〇×スポーツ」のウェブ
サイトの指示で来たことが分かる（1pクッキー「〇×001」
をもらう等）

それにより、「〇×スポーツ」と広告事業者が発行した3Pｸｯ
ｷｰ「DMP123」の組み合わせが広告事業者サーバで完成する。

広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ



Cookieをキーとし
た名寄せ

〇×ｽﾎﾟｰﾂのwebサイトと同様に、あちこち

のwebサイトに広告事業者がJSタグを貼って

おく。

ユーザーが、それらのサイトにアクセスす

るごとに、ユーザーのブラウザは、広告事

業者ｻｰﾊﾞからもらったクッキー「DMP123」

を送ってくる。

広告事業者サーバは、どのﾌｧｰｽﾄﾊﾟｰﾃｨから

アクセスを指示されたかも分かるため、

「DMP123」をキーにして、ウェブサイトの

閲覧履歴を作成できる。

広告事業
者ｻｰﾊﾞ

〇×スポーツ

WebサイトA

WebサイトB
EC＠

ニュース□

ポータル△



データのとり方
Googleの場合

その１

１stＰ

として



昨年11月からアッ
プルがアプリスト
アで始めたプライ
バシーラベル
グーグルアプリの場合 ⇒
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閲覧
アクセス指
示

閲覧情報
など送信

広告
配信

ウェブサイト運営者

グーグルの場合その２ ３Ｐとして



Googleの場合、はんぱない数

広告事業者ｻｰ
ﾊﾞ

〇×スポーツ

WebサイトA

WebサイトB
EC＠

ニュース□

ポータル△

WebサイトA

WebサイトB
EC＠





もちろんＦＢも

１Ｐとしても

３Ｐとしても



オンライン広告で使われてきたのは端末やブ
ラウザを識別する情報（端末識別情報等）

広告IDやCookieなどで端末やブラウザを識別する情報は非個人情
報で、個人情報保護法の規制の外でやりとりされてきた

（個人情報保護法では

個人情報とは

特定の個人が識別出来る情報

（名前がついてて、

どこのだれの情報なのか分かる）
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○×○△ブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 〇×スポーツ

2018/06/01 22:18 WebサイトA

2018/06/02 19:30 WebサイトB

2018/06/02 19:52 WebサイトC

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 EC＠
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○×○△ブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01
22:10

〇×スポー
ツ

2018/06/01
22:18

WebサイトA

2018/06/02
19:30

WebサイトB

2018/06/02
19:52

WebサイトC

2018/06/02
20:05

ポータル△

2018/06/04
20:30

ニュース□

2018/06/01 EC＠

○×○△のユーザー登録情
報

氏名 若村雅雄

所属組織 ABC商事

性別 男性

生年月日 1970年6月1日

住所 東京都港区

学歴 〇×大学

既婚・未婚 既婚

趣味 旅行、自転車

でも、登録情報（個人情報）を保有する企業に

提供され突合されれば個人情報に



非個人情報は個人情報に変わりうる
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非個人
情報を
渡して
いるつ
もりでも

保有する個人情
報とドッキングし
て個人情報に

個人情報

個人
情報





ＥＵ ＧＤＰＲ（General Data Protection 
Regulation：一般データ保護規則）
個人データ：識別された、または識別されうる自然人に関するす
べての情報

自然人の名前、識別番号、位置情報、メールアドレス、オンライ
ン識別子（ＩＰアドレス、クッキー識別子含む）、身体的、生理
学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、社会的固有性に関す
る要因・・・など

処理（取得、第三者提供含む）は原則、本人同意、正当な目的



DMP（Data 
Management 
Platform）

Webサイトを訪問したユーザーのデモグ
ラフィック情報や、興味関心・嗜好性等
など外部のオーディエンスデータや自社
サイトのログデータなどを集約して一元
管理、分析し、最終的に広告配信の最適
化を実現するためのプラットフォーム

※プライベートＤＭＰとパブリックＤＭ
Ｐがありますが、ここでは後者を扱いま
す



リクナビ事件も



リクナビ事件
とは

 リクルートキャリアが、就活中の
学生が内定を辞退する確率（内定
辞退率）を判定したデータを契約
する採用企業に販売していた事案

 内定辞退率は、①採用企業から提
供をうけた過去の内定辞退状況、
②就活生の登録情報等、③就活学
生の就活サイト等内外のwebサイ
トの閲覧状況をもとにAIによる分
析でスコア化したもの。



２０１９年２月
以前は

リクルートキャリアが採用企業から就活
生の企業IDやcookieを受け取り、これに
当該就活生のスコアを付して返す運用

（リクルートは「非個人情報」を採用企
業に納品し、採用企業は「個人情報」に
戻す）



ＰＰＣの行政指導（2019年12月）

①リクナビ2019について勧告（23条1項）

②リクルート社（親会社）に対して委託先の監督義務違
反（22条）

③採用企業に対して指導

• 本サービスに関する利用目的の通知又 は公表等が不適切で
あったことや個人データを外部に提供する際の法的検討ない
し当該法的整理に従った対応等が不適切であった

• ほぼ同時期に（2019年12月）提供元×提供先〇については、
規制の対象にするという令和2年改正の方向性が公表される

※個人情報保護法いわゆる３年ごと見直し制度改正大綱 第4章４．端末識別子等の取扱い

「ここ数年、インターネット上のユーザーデータの収集・蓄積・統合・分析を行う、「ＤＭＰ（中
略）」と呼ばれるプラットフォームが普及しつつある。この中で、クッキー等の識別子に紐付く個
人情報ではないユーザーデータを、提供先において他の情報と照合することにより個人情報
とされることをあらかじめ知りながら、他の事業者に提供する事業形態が出現している。」



ブラウザベンダーの取り組み

• サファリのインテリジェント・トラッキ
ング・プリベンション（ITP）

• クロームのプライバシーサンドボックス



ブラウザベンダーの取り組み

•サファリのインテリジェン
ト・トラッキング・プリベン
ション（ITP）

•クロームのプライバシーサン
ドボックス



４）競争政策における奮闘



検索エンジン市場

２０２１年６月時点statcounter

✓グーグル 76.01%

✓ヤフー 20.44%

✓Bing 3.14%

✓Baidu 0.12%

実際にはグーグルが76.01＋20.44

96.45%



ターニングポイントは２０１０年７月

✓７月２７日 ヤフーがグーグルの検索エンジンと検索連
動型広告システムを採用すると発表

✓７月２８日 公取委の事務総長が「独禁法上の問題にな
らない」→ＭＳと楽天が正式調査求めて申告書提出

✓１２月２日 公取委が正式に「問題なし」と結論

✓当時の国内シェア

ヤフー５３％、グーグル３７％



ターニングポイントは２０１０年７月

✓２月 欧州委員会GD COMPがグーグルの検索巡り、グーグル
ショッピングに反競争的行為があったとして調査に入りの報道

✓７月２７日 ヤフーがグーグルの検索エンジンと検索連動型広
告システムを採用すると発表

✓７月２８日 公取委の事務総長が「独禁法上の問題にならな
い」→ＭＳと楽天が正式調査求めて申告書提出

✓１０月 グーグルショッピングが日本でもスタート

✓１１月３０日 DG COMPが正式審査を表明

✓１２月２日 公取委が正式に「問題なし」と結論



グーグルの検索エンジン独占の戦略

✓アンドロイドＯＳ搭載スマホメーカーとの
密約

「グーグルのアプリがプリインストールして
いる場合のみアンドロイド端末を流通させる
ことができる」「検索とアプリマーケットは
ホーム画面のすぐ次に表示する」「競合他社
のエンジンを入れなければ報奨金」など

✓アップルと、iPhoneにグーグルの検索エン
ジンをプリインストールする契約を交わし、
年間最大１２０億ドル（約１.３兆円）支
払い



ロシア、欧
州、米国
は・・・

２０１５年４月 欧州委員会DG COMPが調査着手を発表

２０１５年９月 ロシアの連邦独占禁止局が競争法違反認定

２０１７年４月 ロシアとグーグル和解し、自社アプリの優先的なプリイ

ンストール中止、ヤンデックスの検索エンジンも入れるよう約束

２０１８年７月 欧州委員会が欧州競争法違反として43億4000万ユーロ

（約5703億円）の制裁金支払いを命令

２０１８年１１月 ヤンデックス（52.0%）がグーグル（46.6%）を一時逆

転

２０１９年８月 グーグルが欧州で検索エンジンの選択制の計画を発表

２０２０年１０月 米司法省がグーグルの検索巡り反トラスト法違反の疑

いで提訴



日本は

✓２０２０年６月 デジタル市場
競争本部「デジタル広告市場の
競争評価中間報告」で「今後検
討対象となり得る具体的なオプ
ション」として検索サービスの
選択画面の設定を求めるとの記
述

ロシアも欧州も
競争当局が摘発
したからグーグ
ルは動いた。日
本は何もしてい
ない・・・・



そもそも

✓選択制を導入しても、日本にはも
はやグーグルに代わる検索エンジ
ンは存在しないのでは

✓日本語の特殊性から、英語圏ほど
代替のエンジンを開発するのは容
易ではない

✓検索エンジン開発は膨大な資金が
必要。Bingは市場が小さくなりす
ぎてペイしないから、費用対効果
の面があるのかやる気がない

✓ヤフーの事情はわかるが、2010年
の選択が日本人としては悔やまれ
る・・・



検索は

✓インターネット時代に情報にたどり着くた
めの道

✓検索順位は企業活動の生殺与奪を握る

✓米国の小売業者らは検索連動型広告の予算
の76.4％を、グーグルショッピングに投じ
ている（Adthenaが米英の24万の業者の出稿
した4000万件の広告を分析）

✓検索の力をてこに隣接市場でも支配力を発
揮

✓個人の表現の自由にも影響（アルゴリズム
の調整で個人ブログが検索上位にあがりに
くくなった）



近時の欧州の競争当局
２０００年 FTCがダブルクリックをクッキーによるユーザ追跡で調査（０２年和解）

２００７年 グーグルがダブルクリック買収発表、FTCと欧州委が調査（０８年３月までに承認）

２０１０年 欧州委がグーグルの検索巡り競争法違反で正式調査

２０１４年 フェイスブックがワッツアップ買収（欧州委は承認）

２０１５年 欧州委が検索を巡る競争法違反でグーグルに警告

２０１６年 欧州委がOS巡る競争法違反でグーグルに警告

欧州委が広告巡る競争法違反でグーグルに警告

２０１７年 欧州委がフェイスブックにワッツアップ買収巡り不正確な情報を提出したとして１
億１０００万ユーロの罰金

欧州委が検索巡りグーグルに２４億ユーロの制裁金決定

２０１８年 欧州委が「オンライン仲介サービスのビジネスユーザにとっての公正性・透明性の
促進に関する規則案」（P2B規則案）を公表、19年７月発効

欧州委がグーグルのOS巡り４３億４０００万ユーロの制裁金決定

２０１９年 欧州委がグーグルの広告巡り１５億ユーロの制裁金決定



日本でも競争政策で動き

２０１４年 経産省にデータ駆動型経済社会における競争政策を考える懇談会（グーグル研究
会）

２０１６年 経産省に第四次産業革命に向けた横断的制度研究会

２０１７年 公取委の競争政策研究センターに「データと競争政策」
経産省に第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会
経産省にデジタルプラットフォーマーを巡る法的論点に関する検討会

２０１８年 経総公でデジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会

総務省が電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証

２０１９年 デジタル市場競争本部が発足
公取委が消費者優越の考え方

２０２０年 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
電気通信事業法改正

２０２１年 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律



特定デジタルプラットフォームの透明性及び
公正性の向上に関する法律（ＰＦ透明化法）



概要

①情報開示

従わなければ勧告（名前公表）→措置命令（名前公表）

→罰金（ただし、１００万円以下）

②自主的取り組み

取り組みはＰＦ自身に委ねる →勧告（名前公表）

③モニタリングレビュー

年に１回、経産省に報告、経産省がレビュー



概要

①情報開示

従わなければ勧告（名前公表）→措置命令（名前公表）

→罰金（ただし、１００万円以下）

②自主的取り組み

取り組みはＰＦ自身に委ねる →勧告（名前公表）

③モニタリングレビュー

年に１回、経産省に報告、経産省がレビュー
禁止事
項なし



２０１９年１２月１７日
の第２回 デジタル市場
競争会議に示された「デ
ジタル・プラットフォー
マー取引透明化法案（仮
称）の方向性」

には
残っていたが、

最終的に削除
された





デジタル市場競争会議ワーキンググループ
（２０１９年１０月８日）
増島雅和弁護士「（海外事業者は）常にエンフォースメントの可能性
を考慮して、どれだけ規制遵守にリソースをかけるかを決定する」
「厳しい対応を含めて組み込まないと、制度として思ったようには機
能しない」「典型的な日本企業に対するような『信頼ベースでコミュ
ニケーションをとりましょう』みたいな甘い形だと、おそらく所期の
目的を達成できない」

川濱昇京大教授「（海外プレイヤーに関して）これは一番大きな問題
で、不遵守ないしは非協力的な事業者が痛くもかゆくもないのだった
ら意味がない。そのためには、公的なサンクションであるか、ないし
はレピュテーション・リスクでやるか、どちらにせよ、かなり大きな
ムチになるようなタイプの規制がないことには、恐らくワークしにく
いだろう」



電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検
証に関する特別委員会包括的検証



電気通信事業法の改正

✓２０１２年ヤフーメール問題から懸案だった域外適用を解決

✓設備や管理の拠点が国内にないグーグルなど海外ＰＦを規制す
ることができなかったが、その解釈を変更し、設備が海外に
あっても、サービスを国内で展開する場合は適用可能に

✓外国法人には新たに国内の代表者・代理人の指定を義務づけ、
違反した場合に事業者名を公表する制度を設け、法執行の実効
性を担保



電気通信事業法の改正

✓２０１２年ヤフーメール問題から懸案だった域外適用を解決

✓設備や管理の拠点が国内にないグーグルなど海外ＰＦを規制す
ることができなかったが、その解釈を変更し、設備が海外に
あっても、サービスを国内で展開する場合は適用可能に

✓外国法人には新たに国内の代表者・代理人の指定を義務づけ、
違反した場合に事業者名を公表する制度を設け、法執行の実効
性を担保

２０１７年８月25日の
大規模通信障害が決断
の背中を押した。障害
の原因は、グーグルの
わずか８分間の経路制
御の誤りが原因。日本
の通信を混乱させる事
故を起こしても事故報
告の義務も課せないの
は問題ではないか。



電気通信事業法の改正

✓２０１２年ヤフーメール問題から懸案
だった域外適用を解決

✓設備や管理の拠点が国内にないグーグ
ルなど海外ＰＦを規制することができ
なかったが、その解釈を変更し、設備
が海外にあっても、サービスを国内で
展開する場合は適用可能に

✓外国法人には新たに国内の代表者・代
理人の指定を義務づけ、違反した場合
に事業者名を公表する制度を設け、法
執行の実効性を担保

電気通信事業法は今後、
さらに大きな見直しが

必要になる



ＰＦの垂直統合
ＰＦの影響力はどんどん増すのに、現在、規制が及ぶのはネットワー

クレイヤーのみ



電気通信事業法は新たなサービスに対応できるか



⑤は登録・届
出事業者に入
るが、それ以
外のＯＴＴは
登録届出を要
しない事業者



５）ＰＦが民主主義を壊す

トランプ登場と退場で見えた脆弱性



トランプ登場

一躍有名になるフェイクニュース



２０１６年米大統領選は

金儲け目的であれ、プロパガン
ダであれ、偽情報は世界のどこ
からでも効率的、効果的に「配
信」できるようになった。

それを可能にしたのは、ターゲ
ティング広告のために構築され
たシステムとデータ



「ＰＦ固有の
特性が偽情報
を顕在化させ
やすい」（総
務省プラット
フォーム研究
会報告書２０
２０年２月）

① SNS では一般の利用者でも情報発信や拡散が容易で、偽
情報も容易に拡散されやすい

②多くの利用者がＰＦサービスを通じて情報を収集・閲覧
し、情報が広範囲かつ迅速に伝播される

③偽情報は、SNS 上において正しい情報よりもより早く、
より広く拡散し、「ボットアカウント」も拡散を深刻化さ
せる

④自分と似た興味・関心・意見を持つ利用者が集まるコ
ミュニティが自然と形成され、自分と似た意見ばかりに触
れてしまうようになる（＝「エコーチェンバー」）、パー
ソナライズされた自分の好み以外の情報が自動的にはじか
れてしまう（＝「フィルターバブル」）などの技術的な特
性がある

⑤利用者情報の集約・分析によって、個々の利用者の興味
や関心に応じた情報配信（例：ターゲティング広告）が可
能であるなど、効果的・効率的な利用者へのアプローチが
可能



エコーチェンバーとフィルターバブル
プラットフォーマーはＡＩを使って私たちの趣味嗜好や政治的指向、精神状態

や経済状況などをプロファイリングし、その人がいかにも食いつきたくなるよう
な情報を選別して届けてくれる。

仮に、私がトランプに共感しそうな特性をもつと分析されると、フィルターは
トランプを称えるニュースばかりを通過させ、ヒラリーを評価する情報ははじい
てしまう。すると私のトランプへの評価は高まり、いずれ確信に変わる。エコー
チェンバーの効果によって、自分がつながっている人々は、やはり同傾向の情報
に包まれた人々ばかりである。つまり、私の接する情報も、私が接する人々のも
つ情報も、トランプを称え、ヒラリーを酷評する情報ばかりになってしまう。そ
れが誤った情報だとしても、フィルターバブルの内側から、外にはじかれた情報
にアクセスするのは困難だ。

私たちは多様な情報に触れるからこそ、情報の真贋を判断できる。自分にとっ
て心地いい情報だけに接していたら、しかもそれが誤った情報であればなおのこ
と、適切な判断を下すことは難しい。そうなればもう、マケドニアの男子学生が
口にしていた通り、人は自分の信じたい情報だけにアクセスする。そして信じた
くない情報はフェイクニュースと受け止めるようになるだろう。フェイクニュー
スを一躍有名にした16年米大統領選から４年、20年大統領選では、もはやトラン
プを支持する人々に、敗北という投票結果を信じさせることすらできなくなって
しまった。



「トランプ、
メキシコ国境
に壁つくる」
の記事で９万

円。

フェイクニュー
スで大もうけし
たマケドニアの
１９歳大学生

アメリカ国
民が読みた
がるニュー
スを先回り
して提供し
ているんだ



ケンブリッジ・アナリティカの衝撃

✓16年米大統領選でトランプ陣営を、英国のＥＵ離脱を問う国民投票
では離脱派をそれぞれ支援したとされる。２０１８年３月、元社員
クリストファー・ワイリーの告発で発覚

✓２０１４年頃、ロシア系アメリカ人学者のアレクサンダー・コーガ
ンが心理クイズアプリを作成し、このアプリをＦＢ上でダウンロー
ドした約30万人のユーザーと、彼らが「友だち」として登録してい
たユーザーの計８７００万人分のデータを取得。

✓心理学やデータ分析、アドテクノロジーなどの専門家チームがマイ
クロターゲティングの手法で詳細にプロファイリング。「神経症で
極端に自意識過剰」「陰謀論に傾きやすい」「衝動的怒りに流され
る」と分析されたグループに対し、政治広告を出し、愛国者団体の
集会などに誘い、誘導していった。



マイクロターゲティングはピ
ンポイントであるがゆえに、
社会から気付かれにくい

自分が考えていることを話し、人々が近寄って聞
いてくれ、自分の経験などを共有するのと異なり、
ひとりひとりの耳元で、ささやくように、それも
一人一人に、もしかすると違うことをささやいて
いく。

私たちは社会の分裂を進めていると思います。
もう人々は経験を共有できなくなっています。そ
して、同じ理解をすることもできなくなっている。
社会事象について同じ理解を持てなければ、社会
を運営していくことなんてできるでしょうか？

（クリストファー・ライリー氏へのガーディアン
へのインタビューで）



トランプ退場

思想の自由市場の機能不全が露呈した



トランプアカバンの経緯



ＳＮＳごとバン

衝撃的だったのは、トランプのアカバンより

トランプ支持者ら７万人以上のアカウントが凍結され

さらに、ツイッターから右派系ＳＮＳパーラーが

グーグルとアップルによってアプリストアから削除され

アマゾンのホスティングサービスを打ち切られ

１２００万人のユーザーが一瞬でインターネット上に居
場所を失ったこと

これまで表現の自由との関係で対応を求められてきたの
はＳＮＳや検索など上位レイヤーだった。アプリストア
やクラウドなど基盤的サービスの事業者が、言論空間で
の情報統制に決定的な力をもつことが示された



思想の自由市場は機能しているのか

真実も虚偽も含めて、多様な意見や思想が発信され、それらが闘うこ
とで誤った情報は淘汰され、真実が明らかになる。

→表現の内容にかかわる政府の規制は原則として許されない

→真実と虚偽が闘えば、真実が勝つはずだったのに、そうならなく
なっているのでは？フェイクが勝っているのでは。

そして、言論の場自体がＰＦによってあっさり追放される

政府が思想統制をしなくても、簡単に元栓が閉められる・・・



再び思想の自由市場を取り戻すには・・

•フェイクニュース対応（表）

•マイクロターゲティングを使った政治広告への対応（裏）

・・・がカギになるのでは・・・・？

フィルターバブルとエコーチェンバーを放置することが、事実を
認識できない過激な集団を作り出してしまう、そして手に負えな
くなって、インターネットの社会から放り出してしまった

どうすれば・・・・続きは



再び思想の自由市場を取り戻すには・・

•フェイクニュース対応（表）

•マイクロターゲティングを使った政治広告への対応（裏）

・・・がヒントになるか？

フィルターバブルとエコーチェンバーを放置することが、事実を
認識できない過激な集団を作り出してしまう、そして手に負えな
くなって、インターネットの社会から放り出してしまった

どうすれば・・・・続きは



ご清聴
ありがとうご
ざいました


